
第３１回定期総会議事録

議長 　定刻になりましたので、ただいまより令和３年度１０月第３１回総会を開会いたします。

　開会時間は午後１時３３分です。

　なお、本日の会議において、農業委員会等に関する法律第２９条により、農地利用最適化推進委

員の出席を求めています。出席農業委員は１４名中１４名で、定員数に達しておりますので総会は

成立しております。出席を求めた農地利用最適化推進委員の出席人数は９名です。

　お願い事項として、質疑等は挙手の後、許可を得て起立して、議席番号、氏名を名乗ってから行

うようお願いいたします。次に、携帯電話はマナーモードに設定し、緊急以外は通話しないことを

お願いいたします。

　つづきまして日程１、議事録署名委員の指名ですが、席順により、議席番号９番「權田正一」委

員、１０番「安藤和広」委員にお願いいたします。

　それでは、日程に従い議事に入ります。

　つづきまして、日程２、報告第１号「農地法第５条第１項第７号の規定による届出について」を

上程いたします。今月は９件の届出がありました。事務局より報告をお願いします。

事務局 　はい。事務局より報告いたします。報告第１号、農地法第５条第１項第７号の規定による届出に

ついて「申請人より農地法５条第１項第７号の規定による届出があったので、報告する」とのこと

であります。

（申請番号１番から順に読み上げる）

　以上、報告いたします。

議長 　ありがとうございました。

　つづきまして、「その他」について入ります。その他として議題として取り上げることはないで

しょうか。

１３番内野委員 　はい。

議長 　はい。内野委員。

１３番内野委員 　１３番内野です。５条届出の報告について確認をさせていただきたいのですが、市街化区域なの

で仕方ないのかもしれませんが、追認の案件については始末書等の添付は求めているのでしょう

か。あと一点ですが、墓地への通路も届出がされておりますが、今まで通路がないところを勝手に

通ってしまっていたのでしょうか。以上２点確認させていただければと思います。

議長 　はい。ありがとうございました。事務局、いかがでしょうか。

事務局 　はい。事務局です。まず１点目の追認の案件になりますが、今回については書面での顛末書はい

ただいておりません。経緯として、先代の時代にもうすでに宅地として使用されており、建物の登

記がされてある状態で、昭和４５年に新築されたとのことで全部事項証明書を提出していただいて

おります。今回相続された娘さんが農転の届出がされていないことに気づき改めて申請となりまし

た。

　つづきまして２点目についてですが、墓地は公図上接道がない筆となっており、今回の申請地が

事実上通路の役割を果たしていたそうです。今回、改めて届出をだされた次第です。説明について

は以上です。

議長 　内野委員いかがでしょう。
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１３番内野委員 　はい。ありがとうございました。

議長 　ほかにはございますか。

（挙手なし）

議長
　ないようですので、以上で本日の日程はすべて終了いたしました。これをもちまして令和３年度

１０月第３１回小川町農業委員会総会を閉会いたします。閉会時間は午後１時５５分です。
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